　　
　令和8年度千葉県審判講習会等の開催について
日頃より本連盟の活動にご尽力賜り厚くお礼申し上げます。令和７年度審判講習会等を下記の通り予定しておりますので、ご参加の程よろしくお願い申し上げます。
審判講習会
１ 第１回組手審判講習会　　
(1)　日　　時　令和8年４月５日（日）
9：００（受付）～１４：００　　◆学科講習（全空連組手問題NO,1～NO,55）他

(2)　会　　場　秀明八千代高等学校　　　　　　　　
２ 第２回組手審判講習会
(1)　日　　時　令和8年４月２６日（日）
９：００（受付）～１３：００ 　◆学科講習（全空連組手問題NO,56～NO,110）他
(2)　会　　場　日本体育大学柏高等学校　　　
３ 第３回組手審判講習会
(1)　日　　時　令和８年１０月３日（土）　
９：００（受付）～１３：００   ◆学科講習（全空連組手問題NO,111～NO,165）他
 (2)　会　　場　千葉県経済大学附属高等学校
４ 第４回組手審判講習会
　 (1)　日　　時　　未定　　　　　　　日程・場所　調整中
1　　　　　　　　　　　　　　　◆学科講習（全空連組手問題NO,166～NO,220）他
　 (2)　会　　場　　未定
５ 第１回　形　審判講習会　　　（新規審査会受審希望者は必ず受講）
　 (1)　日　　時　令和８年５月２３日（土）
１３：００（受付）～１６：３０　◆基本形・指定形　評価実技講習（大会競技形式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　学科講習（全空連形問題）他

　 (2)　会　　場　千葉県スポーツ科学センター
　　　　　　
　　形・組手・ランク付け審査会・講習会
１ 千葉県形審判員審査会講習会
(1)　　日　　時　令和７年１０月　　日程・場所　調整中
　(2)　　会　　場　
２ 第1回千葉県組手審判員講習会・ランク付け　千葉県新規組手審判員審査会
  (1)　　日　　時　令和９年１月１７日（日） 

 １３：００（受付）～１６：３０　　◆学科講習（全空連組手問題・他）
　(2)　　会　　場　未定
３ 第2回千葉県組手審判員講習会・ランク付
　(1)　　日　　時　未定　　　　　　　日程・場所　調整中
　(2)　　会　　場　未定
受講対象者
１ 　受講資格　 有資格者（全国・地区・県）　　　　　
県資格更新者（県資格取得後３年目及び更新後３年目の者）　　　　　
　　　　　新規受講者　
　　　　　　☆全日本空手道連盟会員登録者　
☆千葉県空手道連盟会員登録者　
☆公認段位初段以上
　　　　　　　　　　　☆空手道歴２年以上（満１５歳より数えます。）

　　　　　　　　　　　☆満１７歳以上　　　　　　　　　　　
２ 　申　　　込　当日会場にて受付、併せて千葉県空手道連盟会員登録も受付します。
３ 　携　行　品　筆記具、競技規定、全空連会員証（新規受講者）
４ 　服　　　装　全空連公認審判員の服装
　　　　　　　　　☆シングルの紺色ブレザー
　　　　　　　　　☆半袖の白ワイシャツ
　　　　　　　　　☆折り返しなしで無地の灰色のズボン
　　　　　　　　　☆規定のネクタイ（当日購入可）　
☆黒の笛、無地の白いひも付き
☆黒のスリップオンの靴（靴下は無地の紺又は黒色）
５   受　講　料　☆新規（県登録料含む）                   ￥１０，０００円
　　　　　　　　　 　 ☆更新　　　　　　　　              　  ￥  ７，０００円
　　　　　　　　　 　 ☆令和８年度　受講料  　   　　　　　   ￥  ５，０００円
　　　　　　　　　 　 ☆ランク付け審査及び新規審判資格審査料  ￥  ７，０００円
　　　　　　　　　　　☆全空連、登録更新料 　　　　　　　　 　￥  ５，０００円

　　　　　　　　　　　☆千葉県空手道連盟会員登録料　　　　　　￥　１，０００円　
６ 　★公認県組手審判員ランク付審査会（令和9年千葉県審判団編成）受講対象者
☆都道府県組手審判員資格者
令和８年４月以降の千葉県組手審判講習会（関東地区組手審判講習会は含まない）　　　　☆２回以上受講している者
★公認都道府県組手審判員新規審査会
令和８年４月以降の千葉県組手審判講習会（関東地区組手審判講習会は含まない）
　　　　　   ☆3回以上受講している者（令和８年　事項改訂移行猶予期間）
他、千葉県空手道連盟会員登録者が条件となっておりますので早めに計画をたて受講してください。　　
　　 7 　　問合せ
　　　　　　　　　審判委員会　委員長　吉村　圭司　
携帯０９０－８３０３－０７２０　　
E-meil  kij85719@ab.auone-net.jp
　　　　　　　　　
　　 
　　　　　　　　　　千葉県【新規】組手審判員審査会受講対象者
1  千葉県組手審判講習会を３回以上受講している者(関東地区組手講習会を含まない)

2  公認２段以上
3  道歴３年以上
4  年齢１８歳以上
5　新規組手審判員審査会は、第1回千葉県組手審判員講習会・ランク付にて実施する。
　　　合格した者は全空連公認組手審判員として登録することができる。
又、第２回千葉県組手審判員講習会・ランク付けを受審できる。
千葉県組手審判員講習会・ランク付受講対象者(翌年度編成)
1 千葉県空手道連盟組手審判員有資格者
2 千葉県組手審判講習会を２回以上受講している者(関東地区組手講習会を含まない)

3 公認２段以上
4 道歴３年以上
5 年齢１８歳以上
6　千葉県審判団編成審査会においての区分、
Ａランクは千葉県公式大会主審・監査・副審、Ｂランクは副審とする。
　 　　　　　　　千葉県組手審査会、講習会受講料
　　1 新規(県登録料含む)10.000円　２更新者　7.000円　3講習者　5.000円
 　 4 ランク付審査、新規組手資格審査料7.000円
    5 全空連登録・更新料共5.000円　6千葉県空手道連盟会員登録料1.000円
　　　　　　　　関東地区組手審判員審査会受講対象者
１千葉県空手道連盟組手審判員有資格者で前年度受審の千葉県審判団編成義務講習会
Aランクの者とする。
２ 公認３段以上
３ 道歴５年以上
４ 都道府県組手審判員取得後、公認登録をして２年以上経過した者　
５ 満２０歳以上
６ 日本スポーツ協会空手道コーチ１以上の資格保有者　
　　　　　　　　　　全国組手審判員審査会受講対象者

１ 前年度開催の千葉県審判講習会(関東地区組手審判講習会を含まない)を２回以上
受講した者　
２ 公認４段以上
３ 道歴１０年以上
４ 満２５歳以上(審査日の満年齢)
５ 地区組手審判員資格取得後、５年以上経過した者
６ 日本スポーツ協会空手道コーチ１以上の資格保有者
　　　　　　　
（令和８年　事項改訂移行猶予期間） 
千葉県形審判講習会新規受講対象者
１  全日本空手道連盟会員登録者
２  千葉県空手道連盟会員登録者（第1回千葉県形講習会受講済の者）
３　公認２段以上
４　空手道歴３年以上（満１５歳より数える）満１８歳以上

  5  公認都道府県形審判員資格登録に必要な要件
(1) 公認３段以上（2）満２０歳以上（3）日本スポーツ協会空手道コーチ１以上の資格保有者（4）都道府県組手審判員以上の資格保有者
　　６　千葉県形審査会、講習会受審料
　　　(1) 新規(県登録料含む)10.000円(2)形審判員資格審査料10.000円(3)更新者7.000円
 　   (4) 講習者　5.000円  (5) 全空連登録、更新料共5.000円(6)千葉県空手道連盟会員登録料　1,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
７　資格の有効期間
　　　 県形審判員の有効期間は資格取得後の次年度から３年後の３月３１日までとする。
    ８　試験方法
(1) 学科筆記試験
(2) 評価実技試験  第一指定形に対する評価と順位付け
(3) 形実技試験    基本形一のゲキサイ第２と基本形二.三.四の平安５段又は　
　　　　　　　ピンアン５段から一つを選び演武　　　　　　　　
　　　　　　　　　関東地区形審判員審査会受講対象者
 　　１ 公認５段以上
２ 年齢２５歳以上
３ 日本スポーツ協会空手道コーチ２以上の資格保有者

４ 地区組手審判員以上の資格保有者
５ 都道府県形審判員資格保有者(全空連県形公認審判員として登録した者)
６ 地区形審判員養成講習会受講修了者　
　　　　　　　 　　　全国形審判員審査会受講対象者
     １ 公認６段以上
２ 年齢３６歳以上
３ 日本スポーツ協会空手道コーチ３以上の資格保有者
４ 全国組手審判員以上の資格保有者
５ 地区形Aランク審判員資格保有者
６ 全国形審判員養成講習会受講修了者
（令和８年　事項改訂移行猶予期間）
千葉県空手道連盟の更なる競技レベル向上取組について
『審判員の上位資格取得目的及び技術向上に向けて』
平素は、千葉県連盟事業実施にご協力を賜り誠に有難うございます。
近年千葉県の競技レベルは着実に向上していて昨年末に行われた全日本空手道選手権大会においては男子形個人優勝、男子組手団体戦優勝・女子組手団体戦3位と素晴らしい成績を納めることで幕を閉じています。
これらは、競技力委員会・指導委員会・資格審査委員会・段位部会・審判委員会等それぞれの委員会の取り組みはもとより今までの競技力委員会のジュニア時代から始まる強化育成が競技レベル向上の一翼を担っていることは明らかですが、何より千葉県連盟に所属していただいている各会派道場の皆様方の日々積み上げられている競技者への指導育成がとても大きな要因となっていることは間違いありません。
そこで千葉県が更なる高みを目指す上において競技力向上と審判技術向上の双方が上がることが必要不可欠で相乗効果が大きく、どちらか一方のレベル向上だけでは限界があると考えています。
また代表選手を選定する際の『千葉県内の公式大会行事運営』においても昨今競技ルールの改訂や運用の追加など年々競技内容の判断が複雑化してきていて通達に目を通すだけでは対応しきれていない状況が続いていて少なくとも千葉県内においてはルール運用の水平展開を実施し連盟所属会員に伝わるよう努めていくことも重要であります。
それらを鑑みて、審判員の上位資格取得及び審判員の技術向上に向けて以下の通り千葉県内講習会に係る事項を改訂させていただきます。
なお、以下についての運用実施は『令和9年度（2027年）4月』より正式運用といたしたいと存じますが『令和８年度（2026年）4月』からについて『事項改訂移行猶予期間』として仮運用（審判団編成については令和9年度より正式運用）いたしますので千葉県連盟所属の皆さまには極力事業（講習会）への参加をして頂きたくご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年4月1日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉県空手道連盟　審判委員会
【改訂事項】
1 千葉県連盟主催の公式大会における審判員参加資格基準
A） 公認全国組手、地区組手、県組手の資格保持者
B） 上記資格保持者で以下の通り受講者を翌年度審判編成対象とする
・全国組手資格……年度内に『最低限1回』の講習会受講
（ランク付開催日の講習会含む）
・地区組手資格……年度内に『最低限2回』の講習会受講
（ランク付開催日の講習会含む）
・県　組手資格……年度内に『2回　以上』の講習会受講
　　　　　　　……県資格は『ランク付』の受講
（県資格についてはランク付までに2回以上の受講が必須）
（関東地区協議会開催の講習会参加は回数に含めない）
【上記基準を満たした審判員にて翌年度大会審判編成を行う】
2 公認資格更新手続きに関する千葉県内申込基準
A） 県資格（形）審判員の更新手続き申請について
・県形資格……更新時までに『最低限1回』の形講習会受講
3 公認資格新規取得審査会（地区・県資格）受審について
A） 地区組手資格新規審査会受講申し込み
　　・【従来通り】千葉県『県資格ランク付』において『Aランク』取得者
B）県組手資格新規審査会（千葉県内）受講申し込み
・県内講習会に『3回　以上』の講習会受講
C）県形資格新規審査会（千葉県内）受講の申し込み
・県内新規審査会の前に県形講習会受講
4 県内講習会における受講費用について
A） 講習会受講費用……5,000円/回（初回、2回目、講習会のみにかかわらず一律）
B） 新規登録、新規審査、ランク付け、更新については『変更なし』
（令和８年　事項改訂移行猶予期間）
